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一
回
西
之
表
市
議
会
臨
時
会 

 

一
、
会
期
日
程 

          

         

 

七
・
二
十
七 

月 
 
 

日 

 

月 

 
曜 

本 

会 

議 

委 

員 
会 

本 

会 

議 
種 

 
 

別 

議
案
審
議
（
各
常
任
委
員
会
委
員
長
報
告
・
質
疑
・
討
論
・
表
決
）、
議
案
一
件
追
加
上
程
、
閉
会 

付
託
案
件
審
査 

各
常
任
委
員
会 

開
会
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
、
会
期
の
決
定
、
提
出
議
案
の
上
程
、
市
長
の
提
案
理
由
説
明
、
議
案
審
議

（
質
疑
・
委
員
会
付
託
） 

 
 
 
 

内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

容 
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事 
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議
方
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果 
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案
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平
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二
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年
度
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之
表
市
一
般
会
計
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正
予
算
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委
員
会
付
託 

七
月 

二
十
七 

日
原
案
可
決 

 

一
、
付
議
事
件
（
追
加
分
） 

 

番 

号 
 

 
 

 
事 

 
 

件 
 

 

名 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

審
議
方
法 

 
 

結 
 

 

果 

議
案
第 

六
二
号 

有
害
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
の
強
化
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

即 
 

 

決 

七
月 

二
十
七 

日
原
案
可
決 
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本
会
議
第
一
号
（
七
月
二
十
七
日
）（
月
） 

 

◎
出
席
議
員
（
十
五
名
） 

 
 
 

一
番 

木 

原 
幸 

四 

君 

 
 
 

二
番 

鮫 

島 

市 
憲 

君 

 
 
 

三
番 

濱 

上 

幸 

十 
君 

 
 
 

四
番 

小 

倉 

初 

男 

君 

 
 
 

五
番 

下 

川 

和 

博 

君 

 
 
 

六
番 

瀬 

下 

満 

義 

君 

 
 
 

八
番 

田 

添 

辰 

郎 

君 

 
 
 

九
番 

中 

原 
 
 

勇 

君 

 
 

一
〇
番 

川 

村 

孝 

則 

君 

 
 

一
一
番 

榎 

元 

一 

已 

君 

 
 

一
二
番 

長 

野 

広 

美 

さ
ん 

 
 

一
三
番 

橋 

口 

美 

幸 

さ
ん 

 
 

一
四
番 

渡 

辺 

道 

大 

君 

 
 

一
五
番 

丸 

田 

健 

次 

君 

 
 

一
六
番 

永 

田 
 
 

章 

君 

  

  

◎
欠
席
議
員
（
一
名
） 

 
 
 

七
番 

小 

倉 

伸 

一 

君 

 

◎
地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
に
よ
る
出
席
者 

 
 
 

市

長 
 
 
 
 
 

長 

野 
 
 

力 

君 

 
 
 

副

市

長 
 
 
 
 
 

坂 

元 

茂 

昭 

君 

 
 
 

教

育

長 
 
 
 
 
 

立 

石 
 
 

望 

君 

 
 
 

会
計
管
理
者
兼 

 
 
 
 
 

日 

髙 

研 

一 

君 

 
 
 

会

計

課

長 

 
 
 

総
務
課
長
兼 

 
 
 
 
 

中 

野 

哲 

男 

君 

 
 
 

選
管
書
記
長 

 
 
 

行
政
経
営
課
長 

 
 
 
 
 

大 

瀬 

浩
一
郎 

君 

 
 
 

市
民
生
活
課
長 

 
 
 
 
 

楫 

田 

竜
一
郎 

君 

 
 
 

財
産
監
理
課
長 

 
 
 
 
 

前 

田 

秀 

夫 

君 

 
 
 

地
域
支
援
課
長 

 
 
 
 
 

神 

村 

弘 

二 

君 

 
 
 

税

務

課

長 
 
 
 
 
 

長 

吉 

輝 

久 

君 

 
 
 

健
康
保
険
課
長 

 
 
 
 
 

戸 

川 

信 

正 

君 

 
 
 

経
済
観
光
課
長 

 
 
 
 
 

松 

元 

明 

和 

君 

 
 
 

農
林
水
産
課
長 

 
 
 
 
 

園 

田 

博 

己 

君 

 
 
 

建

設

課

長 
 
 
 
 
 

美 

園 

博 

行 

君 
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水

道

課

長 
 
 
 
 
 

福 

山 

隆 

一 

君 

 
 
 

福
祉
事
務
所
長 

 
 
 
 
 

小
山
田 

八
重
子 

さ
ん 

 
 
 

農
委
事
務
局
長 

 
 
 
 
 

鎌 

田 

員 

訓 

君 

 
 
 

監
査
事
務
局
長 

 
 
 
 
 

阿
世
知 

美
代
子 

さ
ん 

 
 
 

教
委
総
務
課
長
兼 

 
 
 
 

中 

村 

章 

二 

君 

 
 
 

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 
 

学
校
教
育
課
長 

 
 
 
 
 

谷 

口 

幸
一
郎 

君 

 
 
 

社
会
教
育
課
長 

 
 
 
 
 

松 

下 

成 

悟 

君 

 

◎
議
会
事
務
局
職
員
出
席
者 

 
 
 

局

長 
 
 
 
 
 

岸 

本 
 
 

光 

君 

 
 
 

次

長 
 
 
 
 
 

濱 

尾 
 
 

実 

君 

 
 
 

書

記 
 
 
 
 
 

中 

島 
 
 

恵 
さ
ん 

 
 
 

書

記 
 
 
 
 
 

川 

畑 

公 

和 

君 
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平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
七
日
午
前
十
時
開
会 

   
 

△
開 

 
会 

○
議
長
（
永
田 
章
君
） 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

定
刻
、
定
足
数
に
達
し
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
よ
り
平
成
二
十
七
年
第
一
回
西

之
表
市
議
会
臨
時
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
開 

 

議 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

た
だ
い
ま
ま
で
の
出
席
議
員
は
十
五
名
で
あ
り
ま

す
。 

 

こ
れ
よ
り
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

本
日
の
日
程
は
、
配
付
い
た
し
て
お
り
ま
す
議
事
日
程
第
一
号
の
と
お
り
で

あ
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 

議
事
日
程
（
第
一
号
） 

日
程
第 

一 

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名 

日
程
第 

二 

会
期
の
決
定 

日
程
第 

三 

提
出
議
案
の
上
程 

日
程
第 

四 

市
長
の
提
案
理
由
説
明 

日
程
第 

五 

議
案
第
六
一
号 

平
成
二
十
七
年
度
西
之
表
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
二
号
） 

日
程
第 

六 

議
案
第
六
一
号 

平
成
二
十
七
年
度
西
之
表
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
二
号
） 

日
程
第 

七 

議
案
第
六
二
号 

有
害
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
の
強
化
を
求
め

る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

そ
れ
で
は
、
日
程
第
一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指

名
を
い
た
し
ま
す
。 

 

本
臨
時
会
の
会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、

一
番
議
員
木
原
幸
四
君
、
二
番
議
員
鮫
島
市
憲
君
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
会
期
の
決
定 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

次
は
、
日
程
第
二
、
会
期
の
決
定
を
議
題
と
い
た

し
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

本
日
午
前
九
時
か
ら
開
催
の
議
会
運
営
委
員
会
の
決
定
の
と
お
り
、
本
臨
時

会
の
会
期
は
本
日
一
日
間
と
し
、
配
付
し
て
あ
る
日
程
表
の
と
お
り
と
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

［
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
本
臨
時
会
の
会
期
は
本
日
一
日
間
と
し
、
配
付
し
て
あ
る
日
程
表

の
と
お
り
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 
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─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
提
出
議
案
の
一
括
上
程 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

次
は
、
日
程
第
三
、
提
出
議
案
の
上
程
で
あ
り
ま

す
。 

 

議
案
第
六
一
号
平
成
二
十
七
年
度
西
之
表
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
二

号
）
を
上
程
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
市
長
の
提
案
理
由
説
明 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

次
は
、
日
程
第
四
、
市
長
に
提
案
理
由
の
説
明
を

求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

［
市
長 

長
野 

力
君
登
壇
］ 

○
市
長
（
長
野 

力
君
） 

皆
さ
ん
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

本
日
こ
こ
に
平
成
二
十
七
年
第
一
回
の
西
之
表
市
議
会
臨
時
会
を
招
集
い
た

し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
議
員
各
位
に
は
御
出
席
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

現
在
、
国
会
で
は
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
法
案
が
衆
議
院
を
通
過
し
、
参

議
院
で
議
論
さ
れ
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
二
〇
二
〇
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
見
据
え
て
の
準
備
で
あ
る
新

国
立
競
技
場
の
整
備
計
画
も
見
直
し
が
さ
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
大
き
な
時

代
の
流
れ
を
感
じ
る
わ
け
で
す
が
、
国
に
お
い
て
も
道
を
誤
る
こ
と
が
な
い
よ

う
、
国
民
目
線
で
の
議
論
を
お
願
い
し
た
い
も
の
と
考
え
ま
す
。 

 

先
日
、
九
州
南
部
は
梅
雨
明
け
も
宣
言
さ
れ
ま
し
た
が
、
台
風
の
接
近
が
連

続
し
て
お
り
、
種
子
島
カ
ッ
プ
ヨ
ッ
ト
レ
ー
ス
大
会
や
種
子
島
サ
ン
セ
ッ
ト
車

い
す
マ
ラ
ソ
ン
大
会
は
開
催
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
準
備
に
当
た
ら
れ
た
皆
さ

ん
は
大
変
御
苦
労
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

ヨ
ッ
ト
レ
ー
ス
に
つ
き
ま
し
て
は
、
来
年
で
十
年
の
記
念
大
会
と
な
る
よ
う

で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
年
開
催
で
き
な
か
っ
た
分
、
関
係
の
皆
さ
ん
の
盛
り
上
げ

に
も
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

今
回
の
臨
時
議
会
は
、
梅
雨
前
線
豪
雨
等
に
よ
る
災
害
復
旧
事
業
が
主
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
施
設
の
影
響
に
と
ど
ま
ら
ず
長
雨
に
よ
る
農
産
物
へ
の
影
響
も

懸
念
さ
れ
て
お
り
、
大
変
心
配
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
農
家
の

皆
さ
ん
へ
の
影
響
を
、
丁
寧
に
見
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

さ
て
、
本
日
の
臨
時
議
会
へ
提
案
い
た
し
ま
し
た
議
案
は
、
議
案
第
六
一
号
、

平
成
二
十
七
年
度
西
之
表
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
一
本
で
あ
り
ま

す
。
六
月
六
日
か
ら
八
日
に
か
け
て
発
生
し
ま
し
た
梅
雨
前
線
豪
雨
の
影
響
分

が
そ
の
主
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
農
林
水
産
施
設
災
害
復
旧
工
事
分
で
、
農
地

二
十
七
件
、
農
業
用
施
設
三
十
四
カ
所
、
金
額
に
し
て
九
千
五
百
五
十
三
万
二

千
円
の
追
加
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
工
事
で
道
路
十
二
件
、
河
川
三
件
、

漁
港
一
件
、
金
額
に
し
て
八
千
七
百
六
十
二
万
八
千
円
の
追
加
で
あ
り
ま
す
。

特
に
、
安
城
漁
港
に
つ
い
て
は
航
路
埋
塞
事
業
と
な
り
、
緊
急
性
を
要
す
る
こ

と
、
ま
た
、
全
体
の
災
害
復
旧
件
数
の
多
い
こ
と
や
農
家
へ
の
迅
速
な
対
応
も

考
慮
し
て
、
臨
時
議
会
で
の
対
応
を
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
。 

 

特
に
、
昨
年
来
、
農
家
の
皆
さ
ん
を
取
り
巻
く
環
境
は
非
常
に
厳
し
い
も
の

が
ご
ざ
い
ま
す
。
一
刻
も
早
く
農
業
環
境
を
整
備
し
、
秋
の
収
穫
に
備
え
て
い
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た
だ
き
た
い
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 
以
上
、
臨
時
議
会
に
当
た
り
ま
し
て
の
所
信
表
明
と
い
た
し
ま
す
。
何
と
ぞ

よ
ろ
し
く
御
審
議
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
議
案
審
議 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 
市
長
の
提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。
こ

れ
よ
り
議
案
審
議
を
行
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
議
案
第
六
一
号 

平
成
二
十
七
年
度
西
之
表
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
） 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

日
程
第
五
、
議
案
第
六
一
号
、
平
成
二
十
七
年
度

西
之
表
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

議
案
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

［
行
政
経
営
課
長 

大
瀬
浩
一
郎
君
］ 

○
行
政
経
営
課
長
（
大
瀬
浩
一
郎
君
） 

御
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

予
算
書
、
条
文
の
ほ
う
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。 

 

本
案
は
、
平
成
二
十
七
年
度
西
之
表
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
で

あ
り
ま
す
。 

 

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
一
億
九
千
三
百
十
六
万
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
百
七
億
四
千
八
百
九

十
二
万
六
千
円
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

三
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
く
だ
さ
い
。 

 

第
二
表
、
地
方
債
補
正
は
追
加
一
件
で
あ
り
ま
す
。
災
害
復
旧
事
業
の
財
源

と
し
て
災
害
復
旧
債
五
千
三
十
万
円
を
追
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

次
に
、
歳
出
か
ら
御
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

七
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
く
だ
さ
い
。 

 

十
一
款
災
害
復
旧
費
、
一
項
農
林
水
産
施
設
災
害
復
旧
費
、
一
目
現
年
度
単

独
耕
地
災
害
復
旧
費
に
三
百
五
十
万
四
千
円
、
二
目
現
年
度
単
独
林
道
災
害
復

旧
費
に
三
十
五
万
八
千
円
を
追
加
し
て
い
ま
す
。
梅
雨
前
線
豪
雨
に
伴
う
耕
地

及
び
林
道
の
災
害
復
旧
で
、
重
機
の
借
り
上
げ
料
で
あ
り
ま
す
。 

 

三
目
現
年
補
助
災
害
復
旧
費
に
九
千
百
六
十
七
万
円
を
追
加
し
て
い
ま
す
。

農
地
二
十
七
件
、
農
業
用
施
設
三
十
四
件
分
の
事
業
費
分
で
あ
り
ま
す
。 

 

二
項
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
費
、
一
目
現
年
度
発
生
単
独
災
害
復
旧
費
に

は
三
百
万
円
を
追
加
し
て
い
ま
す
。
道
路
五
件
、
河
川
三
件
、
漁
港
一
件
の
土

砂
除
去
、
補
修
に
伴
う
重
機
借
り
上
げ
料
で
あ
り
ま
す
。 

 

二
目
現
年
度
発
生
補
助
災
害
復
旧
費
に
は
九
千
四
百
六
十
二
万
八
千
円
を
追

加
し
て
い
ま
す
。
道
路
十
二
件
、
河
川
三
件
、
漁
港
一
件
分
の
災
害
復
旧
工
事

分
で
あ
り
ま
す
。 

 

次
に
、
歳
入
に
つ
い
て
御
説
明
を
い
た
し
ま
す
。 

 

六
ペ
ー
ジ
を
お
開
き
く
だ
さ
い
。 

 
十
一
款
分
担
金
及
び
負
担
金
、
一
項
分
担
金
、
二
目
災
害
復
旧
費
分
担
金
に

三
十
万
円
を
追
加
し
て
い
ま
す
。
受
益
者
負
担
分
の
分
担
金
で
、
農
地
二
十
七

件
分
で
あ
り
ま
す
。 
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十
三
款
国
庫
支
出
金
及
び
十
四
款
県
支
出
金
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
歳
出
で
説
明

い
た
し
ま
し
た
事
業
費
分
の
歳
入
を
計
上
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

 

十
七
款
繰
入
金
は
、
財
源
調
整
の
た
め
の
財
政
調
整
基
金
か
ら
の
繰
り
入
れ

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
財
政
調
整
基
金
の
残
額
は
八
億
三
千
百
九
十
六
万

五
千
円
と
な
り
ま
す
。 

 

二
十
款
市
債
に
は
、
五
千
三
十
万
円
を
追
加
し
て
い
ま
す
。
財
源
確
保
の
た

め
の
災
害
復
旧
債
の
発
行
分
で
あ
り
ま
す
。 

 

以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

質
疑
に
入
り
ま
す
。
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

［
六
番 

瀬
下
満
義
君
］ 

○
六
番
（
瀬
下
満
義
君
） 

所
管
の
事
業
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
災
害
が
た
く

さ
ん
発
生
し
て
所
管
の
建
設
課
、
農
林
水
産
課
、
忙
し
か
っ
た
か
と
思
う
ん
で

す
が
、
人
の
や
り
く
り
に
つ
い
て
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。
ど
ん
な
ふ
う
な

こ
と
で
し
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
体
制
と
い
う
の
は
、
ど
う
な
っ
て
い

る
か
を
お
尋
ね
し
た
い
ん
で
す
が
。 

 
 

 
 

［
農
林
水
産
課
長 

園
田
博
己
君
］ 

○
農
林
水
産
課
長
（
園
田
博
己
君
） 

農
林
水
産
課
に
お
き
ま
し
て
は
、
農
業

土
木
係
三
名
が
お
り
ま
す
の
で
、
三
名
の
ほ
う
で
対
応
を
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

以
上
で
す
。 

 
 

 
 

［
建
設
課
長 

美
園
博
行
君
］ 

○
建
設
課
長
（
美
園
博
行
君
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

建
設
課
に
お
い
て
は
で
す
ね
、
全
て
建
設
課
の
職
員
で
賄
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

以
上
で
す
。 

○
六
番
（
瀬
下
満
義
君
） 

市
役
所
全
体
と
し
て
、
忙
し
い
課
に
ほ
か
の
課
か

ら
持
っ
て
い
く
と
か
、
そ
う
い
う
体
制
は
な
い
ん
で
す
か
。
本
庁
の
そ
う
い
う

体
制
は
な
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 
 

 
 

［
総
務
課
長 

中
野
哲
男
君
］ 

○
総
務
課
長
（
中
野
哲
男
君
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

全
庁
的
な
体
制
で
と
い
う
お
話
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
今
回
の
場
合
は
、
そ

う
い
う
こ
と
は
考
え
て
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。 

 

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

以
上
で
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
付
託
委
員
会
欄
の
と
お
り
、
各
所
管
常
任
委
員
会
に
付
託
い
た
し

ま
す
。 

 

こ
こ
で
、
委
員
会
開
催
の
た
め
し
ば
ら
く
休
憩
を
い
た
し
ま
す
。 

 

各
常
任
委
員
会
は
直
ち
に
委
員
会
を
開
き
、
付
託
案
件
の
審
査
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
各
常
任
委
員
会
の
会
議
が
終
了
次
第
再
開
い
た
し
ま
す
が
、
再
開

時
間
に
つ
い
て
は
庁
内
放
送
等
で
お
知
ら
せ
を
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

午
前
十
時
十
分
休
憩 

 
 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

 
 

 
 

 
 

午
後
一
時
三
十
分
開
議 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

休
憩
前
に
引
き
続
き
会
議
を
開
き
ま
す
。 
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議
案
審
議
を
続
行
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
議
案
第
六
一
号 

平
成
二
十
七
年
度
西
之
表
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
） 

○
議
長
（
永
田 
章
君
） 

日
程
第
六
、
議
案
第
六
一
号
、
平
成
二
十
七
年
度

西
之
表
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

初
め
に
総
務
文
教
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

［
総
務
文
教
委
員
長 
小
倉
初
男
君
登
壇
］ 

○
総
務
文
教
委
員
長
（
小
倉
初
男
君
） 
本
委
員
会
が
付
託
を
受
け
ま
し
た
議

案
第
六
一
号
、
平
成
二
十
七
年
度
西
之
表
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

に
つ
い
て
御
報
告
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
一
億
九
千
三
百
十

六
万
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
百
七
億
四

千
八
百
九
十
二
万
六
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。 

 

地
方
債
補
正
は
、
災
害
復
旧
債
の
追
加
一
件
で
す
。 

 

歳
入
に
つ
い
て
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

災
害
復
旧
費
分
担
金
は
、
農
用
地
災
害
復
旧
事
業
に
伴
う
分
担
金
三
十
万
円

で
す
。 

 

国
庫
支
出
金
の
災
害
復
旧
費
国
庫
負
担
金
は
現
年
発
生
災
害
復
旧
事
業
十
分

の
八
で
、
七
千
四
百
四
十
万
円
で
す
。 

 

県
支
出
金
の
災
害
復
旧
費
県
補
助
金
は
、
現
年
発
生
災
害
復
旧
事
業
、
農
地

で
十
分
の
五
、
農
業
施
設
で
十
分
の
六
・
五
で
、
五
千
四
百
五
十
五
万
円
で
す
。 

 

基
金
繰
入
金
は
、
財
政
調
整
基
金
か
ら
一
千
三
百
六
十
一
万
円
が
計
上
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
基
金
の
残
は
十
七
億
一
千
七
百
六
十
三
万
八
千
円

と
な
り
ま
す
。 

 

市
債
は
、
災
害
復
旧
債
の
現
年
発
生
農
林
水
産
施
設
災
害
復
旧
事
業
及
び
現

年
発
生
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
の
た
め
五
千
三
十
万
円
が
計
上
さ
れ
て

い
ま
す
。 

 

審
査
の
過
程
に
お
い
て
、
市
債
の
利
率
に
つ
い
て
は
現
時
点
で
は
〇
・
二
％

か
ら
〇
・
四
％
程
度
で
あ
る
と
の
説
明
が
な
さ
れ
ま
し
た
。 

 

本
委
員
会
は
審
査
の
結
果
、
全
会
一
致
で
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の

と
し
て
決
し
ま
し
た
。 

 

以
上
で
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

次
は
、
産
業
厚
生
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

［
産
業
厚
生
委
員
長 

鮫
島
市
憲
君
登
壇
］ 

○
産
業
厚
生
委
員
長
（
鮫
島
市
憲
君
） 

議
案
第
六
一
号
、
平
成
二
十
七
年
度

西
之
表
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
の
う
ち
、
本
委
員
会
が
付
託
を
受

け
ま
し
た
所
管
分
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
報
告
を
い
た
し
ま
す
。 

 

今
回
の
補
正
は
、
六
月
の
梅
雨
前
線
豪
雨
に
よ
る
農
林
水
産
施
設
及
び
公
共

土
木
施
設
に
係
る
災
害
復
旧
費
で
あ
り
ま
す
。 

 

ま
ず
、
農
林
水
産
施
設
災
害
復
旧
費
は
、
総
額
九
千
五
百
五
十
三
万
二
千
円

で
、
現
年
度
単
独
耕
地
災
害
復
旧
費
三
百
五
十
万
四
千
円
は
農
用
地
や
農
道
の

法
面
崩
壊
及
び
流
出
土
砂
等
の
除
去
に
伴
う
使
用
料
及
び
賃
借
料
で
あ
り
ま
す
。 

 

次
に
、
現
年
度
単
独
林
道
災
害
復
旧
費
三
十
五
万
八
千
円
は
、
地
す
べ
り
等
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に
よ
る
落
石
や
倒
木
等
の
除
去
に
伴
う
使
用
料
及
び
賃
借
料
で
あ
り
ま
す
。 

 
次
に
、
現
年
補
助
災
害
復
旧
費
九
千
百
六
十
七
万
円
は
、
農
地
二
十
七
件
、

農
業
施
設
三
十
四
件
の
工
事
費
及
び
事
務
費
等
、
必
要
経
費
を
計
上
し
て
い
ま

す
。 

 

次
に
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
費
は
総
額
九
千
七
百
六
十
二
万
八
千
円
で
、

現
年
度
発
生
単
独
災
害
復
旧
費
三
百
万
は
、
道
路
や
河
川
及
び
港
湾
漁
港
等
の

土
砂
や
流
木
竹
等
の
除
去
に
要
す
る
使
用
料
及
び
賃
借
料
で
あ
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
現
年
度
発
生
補
助
災
害
復
旧
費
は
、
前
回
計
上
し
ま
し
た
現
和
下
之

町
石
堂
線
の
災
害
復
旧
箇
所
の
増
破
分
を
含
め
、
道
路
十
二
件
、
河
川
三
件
、

漁
港
の
埋
塞
災
害
一
件
に
係
る
工
事
及
び
必
要
経
費
を
計
上
し
て
い
る
も
の
。 

 

な
お
、
安
城
漁
港
航
路
埋
塞
災
害
に
つ
い
て
は
、
漁
船
の
安
全
航
行
を
早
期

に
図
る
必
要
が
あ
り
災
害
査
定
前
に
応
急
工
事
を
行
い
復
旧
す
る
こ
と
と
な
っ

た
た
め
、
臨
時
に
補
正
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
本
委

員
会
は
、
審
査
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決

し
ま
し
た
。 

 

以
上
で
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

質
疑
に
入
り
ま
す
。 

 

あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

以
上
で
質
疑
を
終
結
し
討
論
に
入
り
ま
す
。 

 

反
対
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

［
六
番 

瀬
下
満
義
君
登
壇
］ 

○
六
番
（
瀬
下
満
義
君
） 

議
案
第
六
一
号
、
平
成
二
十
七
年
度
西
之
表
市
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
に
つ
き
ま
し
て
、
反
対
の
立
場
か
ら
討
論
を
い

た
し
ま
す
。 

 

本
件
は
、
六
月
の
大
雨
に
よ
り
ま
し
て
道
路
、
農
地
、
至
る
と
こ
ろ
で
全
部

で
六
十
件
か
ら
七
十
件
く
ら
い
で
し
た
か
、
か
な
り
、
六
十
件
く
ら
い
で
す
か
、

か
な
り
の
と
こ
ろ
が
災
害
を
受
け
ま
し
た
。
こ
れ
を
二
億
円
く
ら
い
か
け
て
復

旧
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

財
源
は
国
が
七
億
円
く
ら
い
で
す
か
。
七
千
万
、
あ
と
県
そ
し
て
市
債
を
中

心
に
賄
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。 

 

こ
の
結
果
、
市
債
も
本
年
度
は
十
七
億
円
ぐ
ら
い
市
債
も
発
行
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
累
積
で
百
九
億
円
ほ
ど
に
な
り
ま
す
。
一
時
は
市
債
残
高
も
百
億

円
ち
ょ
う
ど
程
度
く
ら
い
に
は
落
ち
そ
う
で
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
と
こ
ろ
ま

た
増
え
て
き
ま
し
た
。
百
十
億
程
度
に
ま
た
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 

い
つ
も
私
は
、
財
政
の
問
題
か
ら
、
こ
の
予
算
案
に
は
反
対
を
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
反
対
す
る
か
と
言
え
ば
、
や
は
り
一
番
大
事
な
こ
と

は
、
役
所
の
場
合
、
予
算
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
こ
の
財
政
規
律
を

維
持
し
な
が
ら
、
子
供
た
ち
に
多
く
の
負
担
を
回
さ
な
い
、
ツ
ケ
を
回
さ
な
い

と
、
そ
う
い
っ
た
姿
勢
で
こ
の
財
政
を
運
営
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思

う
わ
け
で
す
。 

 
こ
の
点
か
ら
い
き
ま
す
と
、
い
つ
も
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
が
、
国
等
、
国

に
五
割
六
割
、
今
度
の
予
算
で
い
き
ま
す
と
、
ま
あ
五
割
く
ら
い
で
す
か
、
五

割
ち
ょ
っ
と
く
ら
い
依
存
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 
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国
は
、
平
成
三
十
二
年
く
ら
い
で
し
た
か
、
五
年
ぐ
ら
い
後
に
、
基
礎
的
財

政
収
支
を
均
衡
さ
せ
る
と
、
こ
ん
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
も
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
わ
け
で
す
。 

 

通
常
の
歳
入
で
、
借
金
を
除
い
た
歳
入
で
、
借
金
の
返
済
以
外
の
行
政
経
費

を
賄
う
と
、
と
ん
と
ん
に
こ
れ
を
さ
せ
る
と
、
こ
れ
が
な
か
な
か
う
ま
く
い
か

な
い
わ
け
で
す
。
た
だ
、
そ
う
さ
せ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
基
礎
的
な
財
政

収
支
が
均
衡
し
た
と
い
う
だ
け
で
、
歳
出
の
ほ
う
を
見
る
と
、
今
、
二
十
三
兆

円
く
ら
い
元
利
の
返
済
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
う
賄
え
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、

こ
れ
も
ま
た
、
別
途
さ
ら
に
歳
出
を
削
減
す
る
か
増
税
す
る
か
で
補
っ
て
い
か

な
き
ゃ
い
か
ん
わ
け
で
す
。 

 

こ
う
い
っ
た
大
変
厳
し
い
国
家
財
政
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
、
さ

っ
き
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
五
割
以
上
依
存
し
て
い
る
と
、
こ
う
い
っ
た
こ

と
を
考
え
ま
す
と
、
我
々
の
財
政
は
持
続
可
能
で
は
な
い
と
、
こ
れ
は
も
う
は

っ
き
り
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

ギ
リ
シ
ャ
の
問
題
も
あ
り
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
話
は
飛
び
ま
す
が
。
預
金
封

鎖
を
実
行
し
た
わ
け
で
す
。
金
が
な
い
も
の
だ
か
ら
。
一
日
に
八
千
円
で
す
か
、

八
千
円
し
か
引
き
出
せ
な
い
と
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
や
っ
た
わ
け
で
す
。
大

変
な
国
民
生
活
に
影
響
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
今
も
続
い
て
い
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
ち
ょ
っ
と
そ
の
後
の
ニ
ュ

ー
ス
を
見
て
な
い
ん
で
す
が
、
こ
れ
解
除
す
る
の
は
、
な
か
な
か
難
し
い
と
聞

い
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
の
預
金
封
鎖
に
つ
き
ま
し
て
も
、
識
者
の
間
で
は
、
日
本
も
そ
う
い
う
ふ

う
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
予
言
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
お
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。 

 

ま
た
、
最
近
ネ
ッ
ト
で
見
た
ん
で
す
け
ど
、
中
村
和
己
さ
ん
と
い
う
経
営
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
方
が
、
日
本
は
将
来
確
実
に
ギ
リ
シ
ャ
化
す
る
と
言
っ
て
お

ら
れ
ま
す
。
私
も
同
感
で
す
。
そ
う
い
う
見
方
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
財
政
を

早
く
立
て
直
さ
な
き
ゃ
い
か
ん
と
、
財
政
再
建
に
向
か
っ
た
道
筋
を
し
っ
か
り

立
て
な
き
ゃ
い
か
ん
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

そ
う
い
う
立
場
か
ら
、
こ
の
持
続
可
能
で
な
い
、
見
方
を
変
え
ま
す
と
、
と

に
か
く
放
漫
財
政
、
あ
と
は
知
っ
た
こ
っ
ち
ゃ
な
い
と
、
子
供
た
ち
が
何
と
か

す
る
だ
ろ
う
と
、
我
々
は
も
う
使
い
た
い
放
題
で
使
っ
て
足
り
な
い
分
は
借
金

し
て
い
い
ん
だ
と
、
こ
う
言
わ
ん
ば
か
り
の
こ
の
財
政
を
放
置
し
て
何
が
補
正

予
算
だ
と
思
う
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
立
場
か
ら
私
は
い
つ
も
反
対
し
て
お
り

ま
す
。 

 

そ
う
い
う
こ
と
で
、
ま
た
詳
し
く
は
お
い
お
い
各
議
会
等
を
通
じ
て
ま
た
、

大
体
内
容
は
同
じ
こ
と
で
す
が
、
懲
り
ず
に
こ
れ
を
主
張
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。 

 

確
実
に
、
将
来
日
本
は
確
実
に
ギ
リ
シ
ャ
化
す
る
と
中
村
和
己
さ
ん
も
言
わ

れ
ま
す
が
、
既
に
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
私
は
思
い
ま
す
。
ギ
リ
シ
ャ
化
し
て

い
る
と
。
ギ
リ
シ
ャ
は
も
う
既
に
二
十
年
、
三
十
年
前
に
い
け
な
か
っ
た
ん
だ

ろ
う
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
表
に
た
だ
出
て
き
た
だ
け
で
す
の
で
、
ち
ょ

う
ど
我
々
は
そ
う
い
う
状
態
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
、
表
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
。
い
か
に
財
政
が
持
続
可
能
で
な
い
か
と
い
う

の
が
、
こ
れ
か
ら
出
て
く
る
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
早
く
、
現
実
を
ち
ゃ
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ん
と
踏
ま
え
て
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
対
策
を
打
っ
て
い
く
と
。 

 
そ
の
中
心
は
、
と
り
あ
え
ず
は
、
私
が
い
つ
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
職
員

の
給
与
の
一
般
市
民
並
に
向
か
っ
て
、
す
ぐ
に
は
こ
れ
も
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

早
く
や
っ
て
徐
々
に
手
を
打
っ
て
い
く
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
く
と
。 

 

そ
の
ほ
か
、
補
助
負
担
金
、
こ
れ
の
見
直
し
も
当
然
あ
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
国
の
制
度
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
災
害
復
旧
に
つ
い
て
も
、
ほ

ん
と
に
そ
れ
が
費
用
対
効
果
を
考
え
た
と
と
き
に
妥
当
か
と
言
わ
れ
れ
ば
、
問

題
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
も
我
々
も
大
い

に
見
直
し
て
、
意
見
を
ち
ゃ
ん
と
国
に
言
っ
て
、
変
え
て
い
く
と
。
そ
の
真
剣

な
努
力
が
私
は
必
要
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
諦
め
な
い
と
。
国
が
す
る
か

ら
、
こ
う
な
っ
て
い
る
か
ら
そ
れ
で
い
い
ん
だ
と
、
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い

た
ん
じ
ゃ
、
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
を
訴
え
て
、
と

に
か
く
財
政
が
持
続
可
能
で
な
い
、
こ
う
い
う
予
算
に
な
っ
て
い
る
と
、
そ
う

い
う
体
制
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
、
私
の
反
対
討
論
と
い
た

し
ま
す
。 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

賛
成
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

ほ
か
に
、
反
対
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

賛
成
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

［
八
番 

田
添
辰
郎
君
登
壇
］ 

○
八
番
（
田
添
辰
郎
君
） 

先
ほ
ど
の
委
員
長
報
告
に
賛
成
の
立
場
か
ら
討
論

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

反
対
討
論
者
の
ほ
う
か
ら
、
財
政
問
題
に
つ
き
ま
し
て
高
邁
な
お
話
を
お
聞

き
し
ま
し
た
が
、
私
自
身
は
こ
の
場
で
国
の
財
政
の
問
題
、
議
論
す
る
場
で
は

な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
簡
潔
に
。 

 

日
本
の
場
合
は
ギ
リ
シ
ャ
と
は
問
題
が
全
く
異
な
る
部
分
が
ご
ざ
い
ま
す
。

既
に
ギ
リ
シ
ャ
化
も
し
て
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
も
ギ
リ
シ
ャ
と
同
じ
よ
う
に
は

な
ら
な
い
、
こ
れ
を
一
点
主
張
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

今
回
で
す
ね
、
一
般
会
計
補
正
予
算
、
ほ
と
ん
ど
が
災
害
復
旧
の
問
題
で
ご

ざ
い
ま
す
。
財
政
の
問
題
は
わ
か
る
ん
で
す
が
、
で
は
、
今
、
現
実
に
困
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
市
民
の
方
た
ち
、
本
日
も
現
場
の
ほ
う
を
同
僚
議
員
と
一
緒
に

視
察
、
所
管
事
務
調
査
で
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
あ
の
工
事
現
場
を
そ
の
ま

ま
放
置
し
て
い
い
の
か
。
現
実
の
問
題
と
し
て
で
す
ね
。
高
邁
な
財
政
の
話
も

よ
ろ
し
い
ん
で
す
が
、
目
の
前
に
、
現
に
困
っ
て
い
る
方
た
ち
を
ど
う
す
る
の

か
、
や
は
り
私
た
ち
市
会
議
員
は
、
一
同
じ
市
民
が
今
回
の
梅
雨
前
線
の
影
響

で
被
害
を
受
け
ら
れ
た
、
そ
の
苦
労
を
分
か
ち
合
い
な
が
ら
、
一
刻
も
早
く
災

害
復
旧
、
現
状
復
旧
と
い
う
こ
と
で
、
議
員
と
し
て
は
、
前
々
か
ら
も
う
少
し

い
い
も
の
を
で
き
な
い
か
と
い
う
思
い
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
や
は
り
何
よ
り
も

農
家
の
方
ま
た
は
一
般
の
市
民
の
方
の
支
障
が
出
な
い
よ
う
に
、
一
日
も
早
い

復
旧
を
願
い
、
今
回
の
予
算
措
置
に
つ
い
て
賛
成
す
べ
き
だ
と
私
自
身
は
思
っ

て
お
り
ま
す
。 

 

皆
様
の
御
賛
同
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

他
に
反
対
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 
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［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

賛
成
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
永
田 
章
君
） 

以
上
で
討
論
を
終
結
し
、
こ
れ
よ
り
本
案
を
採
決

い
た
し
ま
す
。 

 

本
案
は
各
常
任
委
員
長
報
告
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
起
立

を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

［
賛
成
者
起
立
］ 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

起
立
多
数
で
あ
り
ま
す
。 

 

よ
っ
て
本
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
議
案
の
追
加
上
程
・
審
議 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
、
会
議
規
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
産
業
厚
生
委
員

会
か
ら
議
案
第
六
二
号
有
害
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
の
強
化
を
求
め
る
意
見
書
の

提
出
に
つ
い
て
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
れ
を
日
程
に
追
加
し
、
追
加
日
程
第
七
と
し
て
議
題
に
し
た
い
と
思
い
ま

す
が
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

［
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
議
案
第
六
二
号
、
有
害
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
の
強
化
を
求
め
る
意

見
書
の
提
出
に
つ
い
て
を
日
程
に
追
加
し
、
追
加
日
程
第
七
と
し
て
議
題
と
す

る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
議
案
第
六
二
号 

有
害
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
の
強
化
を
求
め
る
意
見
書

の
提
出
に
つ
い
て 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

追
加
日
程
第
七
、
議
案
第
六
二
号
、
有
害
鳥
獣
被

害
防
止
対
策
の
強
化
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま

す
。 

 

提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

［
産
業
厚
生
委
員
長 

鮫
島
市
憲
君
登
壇
］ 

○
産
業
厚
生
委
員
長
（
鮫
島
市
憲
君
） 

議
案
第
六
二
号
、
有
害
鳥
獣
被
害
防

止
対
策
の
強
化
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て
議
案
説
明
を
い
た
し
ま
す
。 

 

西
之
表
市
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
を
い
た
し

ま
す
。 

 

提
出
者
、
産
業
厚
生
委
員
会
委
員
長
鮫
島
市
憲
。 

 

読
み
上
げ
て
説
明
に
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

有
害
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
の
強
化
を
求
め
る
意
見
書
（
案
）
。 

 

農
林
水
産
業
の
振
興
は
地
域
活
性
化
の
か
な
め
で
あ
り
、
農
林
水
産
物
の
自

給
体
制
の
整
備
は
国
家
に
お
け
る
重
要
な
責
務
で
あ
り
、
そ
の
持
続
的
な
発
展

を
図
る
た
め
に
も
課
題
解
決
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

 
近
年
、
シ
カ
等
の
有
害
鳥
獣
の
生
息
分
布
域
の
拡
大
や
、
農
山
村
に
お
け
る

過
疎
化
、
高
齢
化
の
進
展
に
よ
る
耕
作
放
棄
地
の
増
加
に
伴
い
、
鳥
獣
に
よ
る

農
作
物
に
係
る
被
害
は
中
山
間
地
域
等
を
中
心
に
深
刻
化
し
て
い
る
状
況
に
あ
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る
。 

 
市
町
村
に
お
い
て
は
、
限
ら
れ
た
予
算
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
も
防
護
柵
の
設

置
や
有
害
鳥
獣
の
捕
獲
等
、
様
々
な
被
害
防
止
対
策
を
講
じ
て
き
た
が
、
財
政

難
に
よ
り
十
分
な
対
策
が
で
き
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。 

 

鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
等
に
か
か
る
被
害
は
農
林
業
者
の
営
農
意
欲
の
低
下
等

を
通
じ
て
耕
作
放
棄
地
の
増
加
を
も
た
ら
し
、
こ
れ
が
さ
ら
な
る
被
害
を
招
く

悪
循
環
を
生
じ
さ
せ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
集
落
の
崩
壊
に
も
つ
な
が
り
得
る
こ

と
か
ら
、
直
接
的
被
害
と
し
て
は
数
字
に
あ
ら
わ
れ
る
以
上
の
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

地
方
創
生
に
お
い
て
も
、
農
林
水
産
業
の
所
得
や
雇
用
の
増
大
は
地
域
活
力

の
向
上
を
図
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
政
策
で
あ
る
と
考
え
る
。 

 

つ
い
て
は
、
農
林
水
産
業
の
持
続
的
発
展
及
び
長
期
的
安
定
を
図
る
た
め
、

所
要
予
算
を
十
分
に
確
保
し
た
上
で
、
下
記
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
く

だ
さ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。 

 

有
害
鳥
獣
に
か
か
る
農
作
物
被
害
の
防
止
に
つ
い
て
、 

一
、
有
害
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
物
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
鳥
獣
被
害
緊
急

対
策
事
業
の
一
層
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
地
方
自
治
体
が
行
う
地
域
の
実

情
に
応
じ
た
鳥
獣
被
害
防
止
施
策
に
対
す
る
財
政
支
援
を
充
実
す
る
こ
と
。 

二
、
広
域
的
に
関
係
機
関
、
市
町
村
が
連
携
し
、
被
害
を
防
止
す
る
シ
ス
テ
ム

の
構
築
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
専
門
的
知
識
を
持
っ
た
人
材
の
育
成
を
図
る

こ
と
。 

三
、
有
害
鳥
獣
に
係
る
農
林
業
、
生
活
環
境
等
に
及
ぼ
す
被
害
が
深
刻
化
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
被
害
防
止
対
策
、
個
体
数
管
理
及
び
生
息
環
境
管
理
を
一
層

推
進
し
、
安
全
か
つ
効
率
的
、
効
果
的
な
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。 

 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

 

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
七
日
、
鹿
児
島
県
西
之
表
市
議
会
。 

 

な
お
、
提
出
先
は
、
内
閣
総
理
大
臣
、
財
務
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
鹿
児

島
県
知
事
で
あ
り
ま
す
。 

 

議
員
各
位
の
御
賛
同
方
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

質
疑
に
入
り
ま
す
。 

 

あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

以
上
で
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
委
員
会
付
託
を
省
略
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
あ
り
ま
せ

ん
か
。 

 
 

 
 

［
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

よ
っ
て
本
案
は
、
委
員
会
付
託
を
省
略
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
。 

 

反
対
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

賛
成
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

［
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
］ 
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○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

以
上
で
討
論
を
終
結
し
、
本
案
を
採
決
い
た
し
ま

す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

［
賛
成
者
起
立
］ 

○
議
長
（
永
田 
章
君
） 

全
会
一
致
で
あ
り
ま
す
。 

 

よ
っ
て
本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

以
上
で
、
本
臨
時
会
の
日
程
は
全
て
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
市
長
挨
拶 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

こ
こ
で
、
長
野
市
長
か
ら
発
言
を
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、
こ
れ
を
許
可
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

［
市
長 

長
野 

力
君
登
壇
］ 

○
市
長
（
長
野 

力
君
） 

本
臨
時
会
に
上
程
い
た
し
ま
し
た
議
案
に
つ
い
て

原
案
ど
お
り
議
決
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

議
決
い
た
だ
き
ま
し
た
予
算
に
関
し
ま
し
て
は
、
で
き
る
限
り
早
急
に
執
行
し
、

市
民
や
農
家
の
皆
さ
ん
へ
の
災
害
の
影
響
を
最
小
限
に
と
ど
め
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。 

 

特
に
、
農
家
の
皆
様
に
は
、
昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
ま
し
て
つ
ら
い
状
況
が

続
い
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。
市
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
引
き
続

き
農
家
の
皆
さ
ん
の
実
態
に
寄
り
添
い
、
で
き
る
限
り
の
支
援
を
続
け
て
ま
い

り
ま
す
。 

 

さ
て
、
い
よ
い
よ
夏
本
番
で
あ
り
ま
す
。
暑
い
日
が
続
く
も
の
と
予
想
さ
れ

ま
す
。
議
員
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
健
康
に
留
意
さ
れ
議
員
活
動
に
精
進

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、
閉
会
の
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。 

 

本
日
は
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 
 

△
閉 

 

会 

○
議
長
（
永
田 

章
君
） 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
平
成
二
十
七
年
第
一
回
西

之
表
市
議
会
臨
時
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。
御
苦
労
さ
ま
で
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

午
後
一
時
五
十
三
分
閉
会 
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地
方
自
治
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
こ
こ
に
署
名
す
る
。 

    
 

 

議 
 

 
 

 

長 

    
 

 

一 

番 

議 

員 

    
 

 

二 

番 

議 

員 
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